
聖

籠

町

印

鑑

条

例

及

び

聖

籠

町

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

四

年

六

月

十

五

日

 

聖

籠

町

長

 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

十

四

号

 

聖

籠

町

印

鑑

条

例

及

び

聖

籠

町

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

（

聖

籠

町

印

鑑

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

印

鑑

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

聖

籠

町

条

例

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

二

条

第

一

項

中

「

次

の

各

号

に

掲

げ

る

」

を

「

住

民

基

本

台

帳

法
（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

八

十

一

号

。
以

下
「

法

」
と

い

う

。
）

に

基

づ

き

、

本

町

の

住

民

基

本

台

帳

に

記

録

さ

れ

て

い

る

」

に

改

め

、

各

号

を

削

る

。

 

第

四

条

第

二

項

第

一

号

中
「

若

し

く

は

」
を
「

又

は

」
に

改

め

、

「

又

は

外

国

人

登

録

証

明

書

」

を

削

る

。

 

第

五

条

第

二

項

第

一

号

中
「

又

は

外

国

人

登

録

原

票

」
及

び
「

又

は

登

録

」

を

削

り

、

「

若

し

く

は

名

」

を

「

、

名

若

し

く

は

通

称

（

住

民

基

本

台

帳

法

施

行

令

（

昭

和

四

十

二

年

政

令

第

二

百

九

十

二

号

）

第

三

十

条

の

二

十

六

第

一

項

に

規

定

す

る

通

称

を

い

う

。

以

下

同

じ

。
）
」
に

改

め

、
「

又

は

氏

名

」
の

次

に
「

若

し

く

は

通

称

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

氏

名

」

の

次

に

「

又

は

通

称

」

を

加

え

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

 

３

 

町

長

は

、
前

項

第

一

号

及

び

第

二

号

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

外

国

人

住

民

（

法

第

三

十

条

の

四

十

五

に

規

定

す

る

外

国

人

住

民

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

う

ち

非

漢

字

圏

の

外

国

人

住

民

が

住

民

票

の

備

考

欄

に

記

録

さ

れ

て

い

る

氏

名

の

片

仮

名

表

記

又

は

そ

の

一

部

を

組

み

合

わ

せ

た

も

の

で

表

さ

れ

て

い

る

印

鑑

に

よ

り

登

録

を

受

け

よ

う

と

す

る

場

合

に

は

、

当

該

印

鑑

を

登



録

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

六

条

第

一

項

第

三

号

中

「

氏

名

」

の

次

に

「

（

外

国

人

住

民

に

係

る

住

民

票

に

通

称

が

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

氏

名

及

び

通

称

）
」
を

加

え

、
同

項

中

第

七

号

を

第

八

号

と

し

、
第

六

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 

七

 

外

国

人

住

民

の

う

ち

非

漢

字

圏

の

外

国

人

住

民

が

住

民

票

の

備

考

欄

に

記

録

さ

れ

て

い

る

氏

名

の

片

仮

名

表

記

又

は

そ

の

一

部

を

組

み

合

わ

せ

た

も

の

で

表

さ

れ

て

い

る

印

鑑

に

よ

り

登

録

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

氏

名

の

片

仮

名

表

記

 

第

十

条

第

一

項

第

一

号

中

「

氏

名

」

の

次

に

「

（

外

国

人

住

民

に

係

る

住

民

票

に

通

称

が

記

録

さ

れ

て

い

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

氏

名

及

び

通

称

）

」

を

加

え

、

同

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

五

 

外

国

人

住

民

の

う

ち

非

漢

字

圏

の

外

国

人

住

民

が

住

民

票

の

備

考

欄

に

記

録

さ

れ

て

い

る

氏

名

の

片

仮

名

表

記

又

は

そ

の

一

部

を

組

み

合

わ

せ

た

も

の

で

表

さ

れ

て

い

る

印

鑑

に

よ

り

登

録

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

当

該

氏

名

の

片

仮

名

表

記

 

第

十

四

条

第

一

項

第

三

号

中

「

氏

又

は

名

」

を

「

氏

名

、

氏

又

は

名

（

外

国

人

住

民

に

あ

つ

て

は

、

通

称

又

は

氏

名

の

片

仮

名

表

記

を

含

む

。
）
」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

五

 

外

国

人

住

民

で

あ

る

者

が

、

法

第

三

十

条

の

四

十

五

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

者

で

は

な

く

な

つ

た

と

き

（

日

本

の

国

籍

を

取

得

し

た

場

合

を

除

く

。
）
。

 

 
 

第

十

四

条

第

三

項

中

「

又

は

第

二

号

」

を

「

、

第

二

号

又

は

第

五

号

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

手

数

料

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

二

条

 

聖

籠

町

手

数

料

条

例
（

平

成

十

二

年

聖

籠

町

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 



 
 

別

表

（

第

二

条

関

係

）

外

国

人

登

録

に

関

す

る

証

明

手

数

料

の

項

を

削

る

。

 

附
 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

七

月

九

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

旧

条

例

の

規

定

に

基

づ

く

印

鑑

登

録

の

取

扱

い

）

 

２

 

町

長

は

、
こ

の

条

例

の

施

行

の

日
（

以

下
「

施

行

日

」
と

い

う

。
）

の

前

日

に

お

い

て

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

聖

籠

町

印

鑑

条

例

第

二

条

第

一

項

第

二

号

の

規

定

に

基

づ

き

印

鑑

の

登

録

を

受

け

て

い

る

外

国

人

（

以

下

「

外

国

人

印

鑑

登

録

者

」

と

い

う

。

）

で

あ

つ

て

、

施

行

日

に

お

い

て

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

聖

籠

町

印

鑑

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

し

な

い

こ

と

に

よ

り

印

鑑

の

登

録

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

者

に

係

る

当

該

印

鑑

の

登

録

に

つ

い

て

は

、

施

行

日

に

お

い

て

職

権

で

ま

つ

消

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

町

長

は

、

当

該

登

録

を

ま

つ

消

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

当

該

印

鑑

の

登

録

を

受

け

て

い

た

者

に

通

知

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

町

長

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

日

の

前

日

に

お

い

て

、

外

国

人

印

鑑

登

録

者

で

あ

つ

て

、

施

行

日

に

お

い

て

も

な

お

新

条

例

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

し

、

印

鑑

の

登

録

を

認

め

る

こ

と

が

で

き

る

者

に

係

る

氏

名

等

の

登

録

事

項

に

つ

い

て

住

民

票

へ

の

移

行

に

伴

う

変

更

が

生

じ

た

場

合

は

、

施

行

日

に

お

い

て

、

職

権

で

当

該

事

項

に

つ

い

て

印

鑑

登

録

原

票

を

修

正

す

る

も

の

と

す

る

。

 


